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第128回通常宗議会� 次期級階査定に向け、財務規程を変更

程中一部変更案など、すべての案件を可決しました。
　初日には福山諦法管長による開会式が厳粛に執り行われ、
釜田隆文宗務総長の演説のほか、議案説明が行われて散
会。２日目には両会派の総括質問があり、その後、最終日
にかけて、通告による一般質問（15件、うち總和会から９
件）が行われるとともに、文書質問（１件）もありました。
　２月議会に引き続き、苫小牧駒澤大学の無償譲渡問題
や、宗門と宗門推薦理事との関係を問う質問が多く、３
日目には北海道教区長会の10名が傍聴に訪れる姿もあ
り、移管問題に対する関心の高さが伺えました。

　平成29年６月26日から29日までの
会期４日間の日程で、第128回通常
宗議会が招集されました。平成28年
度一般会計歳入歳出決算、平成29
年度補正予算案のほか、次期級階査
定に関する財務規程一部変更案や、
大教師の定員を増員する僧侶分限規

【平成28年度一般会計決算】
歳　入　49億2,058万8,169円／歳　出　44億6,871万9,987円／経常部　42億7,867万6,881円
臨時部　１億9,004万3,106円／差引残額　４億5,186万8,182円（平成29年度準備資金に編入）

●財務規程中一部変更：次期級階査定では基本点数を「認定指標」から、新たな基準により２分類した「檀信徒数」の申告によっ
て算出。また教区内寺院の地域格差を補正する新たな係数として「教区補正係数」を設け、「過疎地域の特例」を新設。次期級階査
定は平成30年度に調査を、32年度に施行予定。
●僧侶分限規程中一部変更：大教師の定員180人を200人へ増員。
●僧侶分限規程中一部変更：宗門関係学校を卒業し、無試験で教師補の補任を受けた者で、安居を修了せず資格を失った者から学
歴による補任申請書の再提出を防ぐ。さらに、教師補が資格を喪失した場合、本人からの出願を待つのではなく、教学部長が教師
試験検定の受検を命じるように変更。
●教育規程中一部変更：現行の第８条「授業料等の徴収」を、「経費の徴収」に変更。僧堂の設置者である寺院が、安居者が納める
入堂献香料、食費、教材費等の経費を徴収することを可能とする。
●服制規程中一部変更
繊維技術の進歩に対応するため、金襴、刺繍、糞掃衣のほかに、色彩を施したプリント柄なども斑色袈裟と明記。
●審事院規程中一部変更
調停委員候補者を40歳以上の宗務所役職員（書記・事務員を除く）とし、宗務所長が宗務所役職員以外の適格者を候補者と出来る
よう定め、名簿作成者を審事院院長から宗務所長に改めた。

　今議会は審議事項が多く、通告質問も多数あったことか
ら慎重審議が続きました。最終日も午後７時まで議会が続い
たものの、各常任委員会、特別委員会からの委員長報告の
後、全会一致で全ての議案が可決承認されて閉会しました。
　なお、傍聴に訪れていた北海道教区長会10名により
「苫小牧駒澤大学設置者変更について大学側の再説明を
求める件」と題しての請願書が出されましたが書式に不
備があり、請願委員会での不採択が決定しています。

題字　佐々木孝一 總和会会長
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にほかなりません。一日も早い「差別戒名」の完全改正
を目指していきたいと存じます。人権擁護推進本部創設三
十周年記念事業「曹洞宗の差別問題と人権確立の歩み」
の編纂については、委員会において、第３回世界宗教者
平和会議差別発言から第１回目の確認糾弾会前までの諸
記録の確認、原稿の作成を進めてきました。現在は原稿
の推敲を重ねている段階であり、『曹洞宗人権擁護推進本
部紀要』として刊行を予定しています。東アジア出身の
強制徴用者等の遺骨の所在及び関連情報の調査について
は、今次内局において選定した遺骨の仮安置施設の管理
者と基本的な合意に至ることができ、早急に遺骨及び情
報の集約を完了させるべく、手続きと作業を進めています。
教学部学事課 �僧堂掛搭僧のための教材として「普勧坐
禅儀」「坐禅用心記」を記載した経本を３月中に各僧堂へ
の送付が完了しました。また、不慮の事故による怪我の治
療に資するための保険については、宗務庁が契約者となり、
４月10日付で損害保険会社と保険契約を締結し、既に怪
我をした掛搭僧に対し、保険金の支払いがされています。
指導課　今年度より一律であった宗務所補助金額を、
各宗務所管内の寺院数による区分を設定し、増額して交
付しています。現職研修会、寺族研修会、徒弟研修会の
出席者が増加し、各宗務所活動の活性化につながること
を念願します。曹洞宗修証義公布百周年記念育英会は、
新規に６人を採用しました。今年度の寺族中央集会は、
９月７、８日に大本山總持寺を会場に開催し、基調講演
は宗勢総合調査委員会委員の川又俊則先生にお願いし、
寺族の皆さまにも調査結果から見た宗門の姿について、
問題意識の共有を計ろうと考えています。
総合研究センター � Earth（アース）禅堂プロジェクトと
して、４月22 ～ 23日代々木公園を会場に開催された
「アースデイ東京2017」へのブース出展をしました。予想
を上回る約1,000人の来場者を得ることができ、今後の展
開に大きな可能性を感じさせる結果となりました。今後も
禅の教えと環境問題を深く考えていただく機会として、各
団体と協力しながら、継続して活動を進めていきます。
総務部庶務課 �選挙制度検討委員会での検討内容の第１
点は系別等数制の担保について、第２点は２名連記の投
票用紙の取扱い、第３点は前記２点に関することを実現す
るため、及び関連事項について、『曹洞宗選挙規程』を含
めた具体的な宗制の見直しと選挙執行事務手順における細
部確認になります。この専門部会の審議の目途は、来年９
月には宗議会議員の任期満了による総選挙が執行されます
ので、遅くとも来年２月に開催される通常宗議会上程が時
間的な限度となると考えております。寺院の合併や解散に
関するあらたな資料着手の状況については、文化庁が作成

第128回通常宗議会

総 長 演 説（要旨）
宗務総長　釜田　隆文

苫小牧駒澤大学について � 前回の宗議会においては「学
校法人駒澤大学に対し、苫小牧駒澤大学設置者変更の白
紙撤回を求める」議案が議決されました。同議決内容の
回付を受けた内局は、苫小牧市長、苫小牧市議会議長、
駒澤大学理事長宛てに曹洞宗宗議会で議決された旨の通
知をしました。また、請願第二号「学校法人駒澤大学宗
門推薦理事及び監事に対する退任勧告決議を求むる件」
が採択され、内局に回付されました。この回付を受けた
内局は、「理事の推薦取り消し並びに退任勧告」を責任
役員会に諮ったところ、その決定がなされたため、松原
道一理事を除く、宗門から推薦をした駒澤大学理事並び
に監事に対し、３月10日に「推薦取り消し並びに退任勧
告」を行いました。更に３月24日に開催された責任役員
会で、新たに３人の理事並びに監事１名を推薦しました
が、現理事並びに監事は退任すること無く、推薦者は受
け入れられませんでした。釜田内局発足時から現在まで、
宗門から推薦した駒澤大学理事並びに監事について、そ
の行為が『曹洞宗懲戒規程』に抵触するか否かを弁護士
に諮ったところ、抵触しているとの指摘があったため、
４月24日付けで橋本壽幸財政部長、成田隆真教学部長、
松原道一人事部長、渡部卓史伝道部長、藏山大顕出版部
長、山本健善教化部長が申告人となり、審事院監察部に
懲戒事犯申告書を提出いたしました。４月26日には、審
事院監察部から申告人に対し「調停勧告書」による調停
勧告がなされ、申告人はこれを受けて、５月10日付けで
調停申立書を曹洞宗審事院長宛てに提出しました。
愛知学院について �一連の訴訟については、４月19日に
弁論準備手続があり、次回は７月10日に期日が指定され
ています。また、理事長を原告とする懲戒処分の無効確
認などを求める訴訟については、次回の口頭弁論は７月14
日に期日が指定されています。更に理事３人を原告とする
懲戒処分の無効確認などを求める訴訟については、６月
30日に和解期日が、８月24日に第３回口頭弁論が予定さ
れています。一連の訴訟については、訴訟代理人と緊密
な連絡のもと、適切に対処して参りたいと存じています。
宗勢総合調査 �調査報告書が刊行され、教区長を通じて
各ご寺院へ配布しました。特筆すべきは徒弟数の減少で、
平成17年実施の前回調査では4,764人でしたが、今回の調
査では3,295人となりました。徒弟の減少は次世代を担う
宗侶、つまり住職候補者の減少に繋がる由々しき問題で、
過疎問題と併せて対応を検討しなければならない時期が
到来していると存じます。
人権擁護推進本部 �「差別戒名」を放置することは、人
々を救済するという仏教本来の衆生済度の教えそのものに
反すると同時に、僧侶としての社会的責任を放棄すること

第 115 号
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する不活動法人対策として作成した手引書と各宗派の事
例集などを参考にしながら、掲載内容を検討中です。
福祉課 �東日本大震災の発生より本年で丸６年の月日が
経過し、各地で被災物故者の７回忌が営まれました。宗
務庁でも３月13日に研修道場にて追悼並びに復興祈願の
法要を厳修いたしました。今後とも被災地に寄り添い、
ともに歩むべく、宗門としてもでき得る限りの支援をした
いと存じております。寺院福祉審議会に設置しました専
門部会については、火災による万一の被災につき、相互
扶助の精神にのっとり、寺院復興の一助足るべき制度と
して充実すべく鋭意検討しております。寺院後継者相談
所の事業「ほほえみの集い」は、本年度第１回の開催を、
10月頃をめどに京都で開催する予定で進めております。
教化部企画研修課 � 2020年に開催される東京オリンピッ
ク、パラリンピックでは、世界各国から多くの訪日外国
人の来日が見込まれます。その中には日本文化をはじめ、
禅に関する興味をお持ちの方が多く、またとない禅の普
及をはかる絶好の機会ととらえ、プロジェクトチームを
組織したいと思っております。
布教課 �毎年紙芝居を作成していますが、この度、曹洞
宗保育連合会加盟施設の会員の内から原稿を募集し、そ
の中の優秀作品を製品化する企画を進めています。保育
の現場にたずさわっている方の思いや、子どもたちへの
思いが詰まった作品が応募されることを願っております。
国際課 � フランス共和国禅道尼苑にて執り行われたヨー
ロッパ国際布教50周年記念行事には、５月12日から３日間に
わたり世界各地から500名を超える方が参集し、盛大に開催
されました。外国人を対象とした坐禅会「ゼン・クラス」は
スタートから２年目となり、檀信徒会館において月に１回開
催しています。観光で訪れる短期滞在の参加者が徐々に増
えており、来る東京オリンピックに向け、坐禅を敷衍してい
く方途として、さらに内容を充実させていく予定です。
財政部資源課 �次期級階査定については、平成30年度を

目途とする調査実施に向けて専門部会において検討してき
ましたが、現在、管区集会において、次期級階査定案につ
いての説明に伺っているところです。実施時期は、平成30
年度調査、平成32年度施行を予定し、来年度調査実施に
向けて諸々の準備を整えていきたいと考えております。
伝道部詠道課 �５月23 ～ 26日、大本山永平寺において報
恩献詠、越前市のサンドーム福井で梅花流創立65周年記
念奉讃大会を開催し、のべ１万人の参加者が来場されま
した。清興では歌手の南こうせつ氏が出演し、梅花流の
新曲「澄みわたる空」を発表しました。梅花流専門委員
会で検討しています椅子・机を使用した作法等について
は、「『椅子・机を使用した奉詠について』（参考）」とし
てまとめ、今後、各梅花講にお知らせする予定です。
出版部 �『禅の友』で連載中の正法眼蔵随聞記を解説した
『心のコンパス』の巻の二までをまとめ、刊行します。
『禅の風46号』は、７月に刊行予定で、今回は達磨大師
を特集しています。今後も季節に応じた「お盆のしおり」
や「お彼岸のしおり」など、順次刊行していきます。
人事部 �ポータルサイト「曹洞禅ナビ」は、昨年４月の
開設以来、順調にアクセス数を伸ばし、１日あたり1,000
件を超える日も多くなってきました。登録寺院も400を超
え、各寺院のホームページとしての役割も果たしていま
す。新しい宗務システムの開発については、１年数か月
後に迫ったサーバー機器の更改までにシステムを再構築
し、データを移行することを目的としています。
檀信徒会館事業本部 �平成28年度の総売上高は10億3,128
万2,360円で、経常利益は5,000万3,119円。税引後の純利
益は3,000万3,119円を計上しました。本年度においては、
一層快適なホテルライフを実現するため客室の布団の入
れ替えを実施するほか、大般若会をはじめとした様々な
イベントを開催するなど、ニーズを捉えた多様な商品や
メニューの提供を行い、集客力および収益力の向上に努
めてまいりたいと存じます。
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歳　出 4,468,719,987 円

歳　入 4,920,588,169 円 歳　　　入 歳 入 額

賦課金 4,203,410,480

義財金 554,992,210

雑収入 134,629,119

手数料 27,556,360

準備資金受入金 0

歳　　　出 歳 出 額
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特別会計繰入金 520,219,000

布教教化費 409,547,639

教育費 191,522,348

臨時部 190,043,106

年金 145,486,163

補助金 121,585,629

出版費 89,552,563

会議費 85,279,568

指導養成費 52,127,938

人権擁護～ 48,955,695

両大本山費 37,200,000

企画費 34,914,944

分担金 13,802,700

交付品費 11,657,336

その他 37,763,730

内訳

内訳

賦課金
85.42%義財金

11.28%
雑収入
2.74%

手数料
0.56%

宗務管理費
41.50% 宗費完納奨励金

13.98%

布教教化費
9.16%教育費

4.29%
臨時部
4.25%

特別会計繰入金
11.64%

会議費
1.91%

出版費
2.00%

企画費
0.78%

両大本山費
0.83%

分担金
0.31%

その他
0.85%

人権擁護～
1.10%

年金
3.26%

補助費
2.72%

指導養成費
1.17%

交付品費
0.26%
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苫小牧駒澤大学在学生の処遇について

　苫小牧駒澤大学設置者変更に伴い、宗門の教育機関と
しての位置づけにより現に在校している仏教専修科の学
生の処遇について、大学側との議論はなされているのか
大学側が検討すべきことでしょうがご報告願います。
　�答弁　学生本人が宗侶としての道を希望するのであれ
ば、学び舎としての目的を達成できるような対応をして
行きたい。必要があれば関係する宗制等を変更し、多々
良学園と同様に処理していきます。大学への対応は、寄
付行為の許可が下りた時点で速やかに対処したい。
コンプライアンス委員会について

　総長は多々良学園問題の再発防止第三者委員会報告に
ある「責任役員会のあり方、制度の検証にとどまらず、
不断の点検が不可欠である」として、コンプライアンス
委員会のようなリスクマネジメントにかかわる委員会と
することが有意義、検討する旨の答弁をされた。
　先の宗議会において（仮称）コンプライアンス委員会
のような組織の重要性、加えて組織機能については更に
詳細な検討を加える。と述べました。
　その内容と進捗状況をお知らせください。このような
組織はガバナンスの構築と共に重要検討事項と考えます。
宗務行政は宗制に則って執行しているところですが、宗
門関係学校について、その関連の宗制に改正を検討すべ
きと考えますが、総長として改正すべき点があると考え
るか、ないと考えるかをお答えください。
　�答弁　（仮称）コンプライアンス委員会は、多々良学
園、愛知学院、苫小牧駒澤大学の問題の対応に労力を
費やし、更に愛知学院等の裁判と委員会が同一の弁護
士であることから委員会を開くことができず、報告で
きる段階に至っていない。
　�　宗制の変更や見直しを検討し、出来得ることをして
迅速かつ的確に対処することは重要なので、各立場で
対処していきたい。
僧堂改革について

　「僧堂振興に関する専門委員会」を設置し、重要課題と
して取り組んでいますが、僧堂振興、僧堂教育について
どのように対応しているか。僧堂が宗侶の人材育成の根
幹であることから、宗門の伝統や歴史を踏まえた上で現
代社会に即応した在り方について検討をお願いしたい。僧
堂振興に関して、最大の課題と認識していることは何か。
　�答弁　僧堂は僧侶の行学の道場であり、本宗の教師の養
成を目的とし、宗制に基づいて教育がなされる施設である。
　�　補助金は僧堂の運営の適正化のためのものであり、

指導者や掛搭僧に対する学習会の開催は、僧堂での暴
力事件や傷害事件などの再発防止を旨とし、傷害保険
は掛搭僧が安心して修行ができるようにするためのも
ので、教材としての坐禅用心記・普勧坐禅儀の配布は、
読誦する機会を提供し、坐禅の根本的意義を学び、充
実した修行を図るための施策です。
　�　僧堂の履修科目などは宗制に定められておりますが、
志願書の精査を怠って掛搭僧の不利になる場合もあり、
管理と指導の徹底を図るため、担当課で学事報告書の
分析を行い書式を含めた変更の検討を続けており、28
年より新しい書式の報告書が提出されております。
　�　視学員に対して厳正なる調査を依頼している。過去
には僧堂の体をなしていないとの報告もあることから、
伝統と歴史も大切だが、僧堂として充足していないな
らば指導して、認可基準を満たしているか、再提出さ
せることにより徹底させたい。
選挙制度改革について

　選挙制度の改正は、個々の地域の選挙事情はともかく議
会の議員構成に大きく影響を及ぼす可能性があります。最高
決定機関の構成が変わるということは、その後の宗門の方向
性や施策が大きく変わるということも考えられます。近い将
来、過疎化や少子化による寺院の合併、解散による寺院数
の減少や兼務住職の現状から、現行制度の改正を議論せざ
るを得ないことになることも否定できない現状である。今回
の選挙制度委員会への諮問は、次期任期満了に伴う宗議会
選挙は改正後の選挙制度で執行するという理解でよろしいか。
　�答弁　２月議会に上程の希望は持っているが、確約し
たものではない。審議会の答申を議会に諮り精査し、
変更内容の承認が必要であることをご理解ください。
ガバナンス組織統治とコンプライアンス法令順守について

　組織全体として課題を乗り越える方法として「宗門も
将来的にはこのような環境を構築する行政施策の推進体
制づくりが重要になる」と発言されているが、宗門関係
学校の問題が続発し、教訓が生かされていない現状から
喫緊の重要課題であると考える。
　総長演説ではこのことについて言及はありませんでし
た。包括法人「曹洞宗」としての組織を維持し、存続さ
せていくうえで避けて通れない課題であると思います。
総長の見解を求めます。
　�答弁　前出の「コンプライアンス委員会について」の
答弁に準ずる。
宗務庁各部局における内規について

　宗務行政は宗制に則って執行されておりますが、実務を

総 括 質 問（要 旨）
� 總和会代表　倉 内 泰 雄
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行うにあたっては宗制の文言だけでは困難であり、運用に
際しては各部所において内規が定められ、運用されていま
す。その内規はどのような手順で決定され、変更される場
合はどのような手続きを経て変更されるのか、お尋ねします。
　�答弁　各部で検討し審議し、責任役員会議で決定して
おります。
財務処理について

　人件費については、収益事業である曹洞宗檀信徒会館
と出版部を除くと、人事部の所管となっています。教化セ
ンター、総合研究センター、東日本震災災害対策本部復
興支援室分室については、その運営に人件費も含めて総
額を把握できる資料を作成しているかとの質問に、人件費
の内訳等は人事部と所管部で把握しているが、現計につ
いては所管部及び財政部で把握している。との答弁でした。
　現在級階査定に向けて準備が進められており、宗費の議
論になった時、その根拠として宗門寺院に納得のいく説明
ができるか。財務処理について、組織全体の状況を理解し
やすい複式簿記への移管を提案いたします。宗門寺院への
理解のみならず、宗門の財務状況の把握、問題意識の醸成、
職員の事業への取り組みなど、大きな効果が期待できます。
　�答弁　管区教化センター、総合研究センター、審事院、
東日本震災災害復興支援室分室は人件費の内容を人事
部に報告し、所管が予算折衝をしている。人件費を付
け加えた資料の作成は難しいことではありませんが、人
件費の内訳表は個人情報に関わり開示閲覧できません。
　�　決算書は、収益を目的とする一般の会社などの複式
簿記とは異なり、非収益事業である国や地方公共団体
などは単式簿記であります。単式簿記は客観性のある部
分もあります。複式簿記の長所である減価償却や貸借対
照表、財産目録等は把握しやすいように作成しています。

　�　日常的な複式簿記への移行は、専門性が高く特別な
技能を有することから、早期の実現は難しく今後の課
題と言えます。
社会的な問題に対するアピールについて

　宗門は「人権・環境・平和」を掲げています。教団が
持つ価値観を社会に向けたメッセージとして打ち出すこと
が望ましいわけで、社会の諸問題に果敢に取り組み、社会
的責任を果たす姿勢があることを社会に向かって示すこと
が重要と述べられました。宗門の価値観を踏まえた発信と、
その責務を果たす体制を整えていくことを期待いたします。
　�答弁　25年１月の宗報に上智大学の教授は「仏教から
の発信が求められている」と題して、現代社会が直面
している難問に対して、仏教の価値観や死生観からも
たらされる智慧は、人々に大きな示唆をもたらすであ
ろう。と述べられました。
　�　現代社会の難問に対し、教団の持つ価値観からどの
ような発信ができるか、有識者や研究者の協力が必要
であります。多様化、複雑化している諸問題に表面的
なコメントは慎むべきで、その為には人権本部やシン
クタンクである総合研究センターなどが中心になり、
社会に向けた発信ができるようにしていきたい。
倉内泰雄議員発言

　議会は上程された議案を審議し議決することが第一です。
　一方これから行われる通告質問は多岐にわたりますが、
いずれも各地域からの声であり、宗門への貴重な提言でも
あります。質問という形での提案ということにもなるでしょ
う。これまでも質問を受けて実施された施策が数多くある
ことも承知しています。充分な検討がなされ、優先順位を
明確にし施策に反映できるようにお願いし總和会代表とし
ての質問を終わります。

　期　日　　　　会務内容
１月11日　　　執行部会
１月12日　　　執行部本山拝登
１月27日　　　広報部会
１月26～27日　秋田県支部総会
２月10～11日　静岡西部支部総会
２月18日　　　執行部会
２月18日　　　監査会
２月19日　　　顧問・執行部会
２月19日　　　執行部会
２月19日　　　理事・評議委員会
２月19日　　　議員総会
２月24日　　　議員総会
２月24日　　　執行部会
３月10～11日　島根県支部総会
３月10日　　　広報部会
３月13日　　　社会部会
３月13日　　　組織部会
３月13日　　　政調部会
３月28日　　　執行部会
４月３～４日　大阪支部総会
４月19～20日　北海道支部総会

第128回通常宗議会常任・特別委員（總和会議員）

⃝運営委員会
　主　倉内　泰雄　　　名村　直高　伊藤　弘隆
⃝第一決算委員会
　主　山𥔎　奎一　主　五十嵐靖雄　塩竃　博隆
　　　岩井　秀弘　　　山本　元晴
⃝第二決算委員会
　　　田中　千春　三𠮷　由之　長　水野　格正
　主　大道　光肇　片山　昌佳　主　服部　直哉
⃝第一特別委員会
　主　髙階　玉光　森　　元亨　　　大坂　恵司
⃝第二特別委員会
　長　鬼生田俊英　中村　見自　主　深川　典雄
　　　岡　　芳雄　奥村　孝善
⃝予算委員会
　　　龍谷　顯孝　主　近藤　龍法
⃝請願委員会
　長　中村　見自　永島　玄隆　主　嶽盛　和三
⃝懲罰委員会
　　　山路　純正　主　伊東　盛寧

副議長　須 田 孝 英

長…委員長　主…主査

總　和　会　会　務　報　告

　期　日　　　　会務内容
４月20～21日　石川県支部総会
４月24～25日　山梨県支部総会
４月25～26日　四部会
４月26日　　　執行部会
４月28～29日　西愛知支部総会
５月８～９日　三重県支部総会
５月９～10日　鳥取県支部総会
５月９～10日　佐賀県支部総会
５月11～12日　福島県支部総会
５月11～12日　青森県支部総会
５月12～13日　佐賀県支部総会
５月18～19日　広島県支部総会
５月22日　　　執行部会
５月24～25日　岩手県支部総会
５月29～30日　岐阜県支部総会
６月７～８日　岡山県支部総会
６月９～10日　宮城県支部総会
６月15～16日　関東ブロック大会・茨城県
７月３～４日　近畿ブロック大会・奈良県
７月10～11日　富山県支部総会
７月11～12日　中四国ブロック大会・広島県

（支部総会については本部に案内をいただいた総会のみ）
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通 告 に よ る 一 般 質 問 （登壇順）
・�ストックヤード事業の今後の展
望並びに新設置費用と備蓄品更
新費用の資金的バックアップに
ついて
・�全国波及の一案として曹洞宗保
育連合会及び各関係団体との協
働について

・�曹洞宗責任役員会議（庁議）に
ついて、宗制意見部の構成は
・�苫小牧駒澤大学設置者変更につ
いて、人事部長への理事引き継
ぎはどのようにおこなわれたか
・愛知学院大学提訴について

大坂　恵司
（第18区選出）

塩竃　博隆
（第29区選出）

岩井　秀弘
（第28区選出）

・�海外宗侶の得度、立職までの要件
及び結制可能寺院の状況は。
・�助化師になりうる教師の規程につ
いて

・�過疎化地域寺院において安心し
て子育て支援を出来る方途とし
て寺院の活用や、小規模無認可
保育園の開設を提案する。

・�将来の宗門予算を見据え、財務
規程22条、23条における宗費等
完納奨励金の宗務所、教区（納
入組合）各寺院への見直しを検
討する時期ではないのか。

山﨑　奎一
（第４区選出）

山本　元晴
（第３区選出）

近藤　龍法
（第25区選出）

・�「苫小牧駒澤大学設置者変更の
白紙撤回を求める」件において、
内局の方針と施策及び理事会の
決議について
・�苫小牧市議会に対する質問書の
回答はどうなっているのか。

・�苫小牧駒澤大学設置者変更につ
いて現在の状況、宗内生の資格
取得はどうなるのか、さらに、
今後の方向性はどう考えている
のか。

奥村　孝善
（第32区選出）

・政策の継続性と変更、宗制の解釈に関わる場合について
・三権分立の原則と意見部の構成について
・教育機関設置・教育規定３９条について
・�関係学校の宗門推薦理事及び監事との委任関係、使用
者責任について
・苫小牧駒澤大学に関する決議と請願について

伊東　盛寧（第21区選出）

・�生き活き寺院手引書の反響と相
談状況は。
・�宗門主導の介護施設を本山に設
置出来ないか。
・�宗勢調査の結果に鑑み、将来の
宗門の展望はどう考えるか。

嶽盛　和三
（第14区選出）

・�過疎地における兼務住職申請に
係わる義財金の取扱い、教師資
格取得について
・�「苫小牧駒澤大学設置者変更の
白紙撤回を求める」件が白紙撤
回になった場合の対応について

五十嵐靖雄
（第17区選出）

編集・片山昌佳　服部直哉　山本元晴　大坂恵司　奥村孝善

總和会ホームページ
http://souwakai.info

第26回總和会全国大会
◇平成29年10月24日（火）
◇会場・曹洞宗檀信徒会館
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